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１ 制度の概要 

長岡市は、中小企業の新分野進出や受注拡大を促進するため、中小企業者が行う国際規格等の

認証取得に要する経費に対して補助金を交付します。 
 補助対象者及び対象経費、補助率は下記のとおりです。 
 

補助対象事業 

「品質」、「環境」、「医療機器」、「食品安全」、「自動車」、「航空宇宙」、

「情報セキュリティ」に関する国際規格等のいずれか 
 
○補助対象の国際規格等の“例” 

国際規格等の分野 規格名の“例” 

品質 ISO9001 

環境 ISO14001 

医療機器 ISO13485 

食品安全 ISO22000,ﾊﾗｰﾙ認証,ｺｰｼｬ認証 

自動車 ISO/TS16949 

航空宇宙 JIS Q 9100 

情報セキュリティ ISO27001 
 

補助対象者 
市内に事業所を有し、製造業又は情報サービス業に該当する中小企業者

等 

補 助 対 象 経 費 

(1)専門家の派遣に要する費用 
コンサルタントによる、企業内での導入教育、推進計画作成、管理

マニュアルの整備等のための指導に係る経費です。 

(2)内部監査員の養成に要する費用 
専門研修機関が開催する研修に社員を派遣し、研修を受講させた際

の受講料です。自社内で、外部講師による内部監査員養成研修を行う

場合の経費を含みます。 

(3)審査登録機関に支払う費用 
各審査費用、登録証発行料、初年度登録維持料等です。 

＜注意＞  

・消費税及び地方消費税は含みません。 

・社員の交通費は対象外です。 

・補助対象期間中に支払う事業費のみ対象です。 

補 助 率・ 
補  助  金  額 

補助対象経費の２分の１以内  
（５０万円上限） 

＜注意＞  
補助金は予算の範囲内で交付するため、採択されない場合や減額され

る場合があります。また、千円未満は切捨となります。 
※補助対象となる中小企業者等とは 

補助対象者として定義している「中小企業者等」とは、中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154

号)第２条に規定する中小企業者（個人を含みます）をいいます。 

ただし、資本金等又は役員構成において大企業と一定基準の関係にある中小企業は大企業とみ

なし、中小企業者等に含みません。詳しくはお問い合わせください。 
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２ 補助対象期間 

原則として、交付決定日から事業が完了する日（最長で平成２９年３月３１日）までが対象期

間です。ただし、交付決定日以前に事業に着手する必要がある場合は、交付申請日からとします。 

 

３ 提出書類及び受付期間 

提出書類 受付期間 

補助金交付申請書（様式 1） 

平成 28 年 4 月 1 日（金） 

～ 

平成 28 年 5 月 9 日（月）（※） 

※応募や予算状況により、随時募集を行う場合があります。 

 
４ 応募方法 

補助金交付申請書を直接持参又は郵送により提出してください。 

 平成２８年５月９日（月）１７時必着とします。 

 
長岡市商工部工業振興課 
〒９４０－００６２ 長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト 
          長岡市役所大手通庁舎 ６階 

 
○補助金交付申請書等のダウンロード 

補助金交付申請書等の様式は、長岡市ホームページからダウンロードできます。 
また、電子メール等でお送りすることもできますので、ご希望の場合はお申し出ください。 

 
５ 補助金交付申請書提出後の流れ 

（１）審査 

  提出された申請書について、事業内容などを審査し、交付・不交付を決定します。 

＜注意＞ 
   申請者多数の場合は、以下に該当する申請を優先して採択します。 

 ・設立 10 年以内の事業者の認証取得 
 ・常時使用する従業員が 20 人以下の事業者の認証取得 
 ・医療機器、食品安全、自動車、航空宇宙のいずれかに関する国際規格等の認証取得 
 ・年度内に取得が見込まれる認証取得 

 

（２）結果の通知 

審査の結果は、書面でお知らせします。 
 

（３）実績報告書の提出 

補助事業者は、交付決定を受けた事業が完了したら、速やかに補助金実績報告書（様式 2）
に下記を添付して提出してください。 
① 補助対象経費の執行が確認できる証拠書類（領収書等） 
② その他、必要と認める書類（登録証や作成したマニュアルなどの成果物） 

 

（４）補助金の支払い等 

＜提出先＞ 
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市は、提出された補助金実績報告書及び添付書類等を確認するとともに、補助事業者にヒア

リングを行い、補助金額を確定し、補助事業者に通知書を送付します。その後、所定の請求書

をもって補助金を支払います。 
 

６ その他留意点 

本補助金の申請にあたっては、本募集要領のほか、「長岡市補助金等交付規則」及び「長岡市

国際規格等認証取得支援補助金交付要綱」をご確認ください。 
上記の「規則・要綱」は長岡市ホームページの「条例・規則」欄をご覧ください。 

 
 

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/ 
○様式等のダウンロードページへの進み方 
トップページ ＞ 産業・ビジネス ＞ 工業関係 ＞ 「各種補助金」 
 ＞ 【ものづくり中小企業向け】補助金事業計画を募集します 

○条例・規則のページへの進み方 
トップページ ＞ 市政 ＞ 市政情報 ＞ 「条例・規則」 

 
 
 

 
長岡市 商工部 工業振興課 
〒９４０－００６２ 長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト 
          長岡市役所大手通庁舎 ６階 
T E L：０２５８－３９－２２２２／F A X：０２５８－３６－７３８５ 
E-mail：shoko@city.nagaoka.lg.jp 

＜長岡市ホームページ＞ 

＜問い合わせ先・申請書の提出先＞ 


